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高萩市立小中学校適正規模・適正配置実施計画 
（概要版） 

 
 

１ 策定の背景と必要性  

全国的な少子化の傾向と同様に、本市においても、少子化が大きな課題となっています。

本市における現在の児童生徒数は、急激な少子化や社会減の影響等により 20 年前の約半数

まで減少し、小・中学校の小規模化が進んでいます。国立社会保障・人口問題研究所による

本市の将来人口の推計は、今後も引き続き減少を続ける見込みとなっており、学校の小規模

化に伴う教育上のデメリットの顕在化が懸念されています。また、確かな学力の向上のため

の一層の取り組みや小中一貫教育の推進、老朽化した校舎の改築など、新たな教育課題への

対応が求められています。 

高萩市教育委員会では、令和５年 3月に本市の児童生徒にとって望ましい学校規模等の方

針である「高萩市立小中学校適正規模・適正配置基本方針」を策定しました。 

本計画は、高萩市内の小・中学校施設を対象とし、「高萩市立小中学校適正規模・適正配置

基本方針」を基に、児童生徒の学びの場として望ましい教育環境を整備するとともに、安全

安心で魅力的な学校をつくるために必要な学校像、再編の考え方、実現のための方策等を定

めることを目的とします。 

 

 

〇児童生徒数の推移と推計 
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２ 学校再編 

（１）再編の内容 

市内の小・中学校７校の内、４校が津波又は大雨の浸水区域内に設置されています。特に

東小学校及び高萩中学校は津波の浸水想定区域内に位置しており、津波の場合、地震発生か

らの影響開始時間が 25 分程度と短く、児童生徒の安全面を考慮すると津波浸水想定区域

外に施設を移設することが望ましいと考えます。また、東小学校は令和５年度現在、各学年

１学級であり、本市の学校規模の基本方針である各学年２学級以上を満たしていない状況

です。このため、東小学校と同じく高萩中学校に接続する高萩小学校との統合を進めます。

統合にあたっては、９年間の義務教育期間を通じて学びと育ちをつないでいける小中一貫

教育を導入するものとし、さらに、小中一貫教育を効果的にできる施設一体型の義務教育学

校を新設するものとします。 

秋山小学校及び秋山中学校並びに松岡小学校及び松岡中学校においても、小規模化が進

むという課題があります。このため、一定の集団規模を確保するとともに、児童生徒が小中

一貫教育のメリットを享受できるよう既存の小学校及び中学校の基本的な枠組みは残した

まま、義務教育学校に準じた形で９年間の教育目標・教育課程を編成・実施する小中一貫教

育を導入します。また、児童生徒の減少により、各学校施設において余裕教室が生じること

が想定されます。小中一貫教育をより効果的にするとともに、施設の更新コストの削減のた

め、各地区の小学校及び中学校施設を集約することについて検討し、良好な教育環境が確保

できると判断される場合に集約します。 

 

〇学校再編案 

高萩中学校区 秋山中学校区     松岡中学校区 

 

施設一体型義務教育学校を設置 

 
 
 
 
 
・高萩小学校、東小学校及び高萩中学校を統合

し義務教育学校を新たに設置する。 

・学校の設置場所は津波浸水想定区域外とす

る。 

 

併設型小中一貫型小学校・中学校 
 
 
 
 
 
・各中学校区において、既存の小学校及び中学校の枠組みを残

したまま、施設分離型の小中一貫教育を導入する。 

・児童生徒の減少に応じ、各中学校区において小中施設の集約

の検討をし、良好な教育環境が確保できると判断された場合

に集約する。 

 

（２）学校の場所 

（１）義務教育学校（高萩小学校・東小学校・高萩中学校） 

児童生徒が安全な環境で学ぶことができるようにするため、新設校は津波浸水想定区域

外に設置するものとします。校地の選定については、既存の高萩小学校敷地を利用しての建

替又は大規模改修をすることも候補の一つとしますが、高萩小学校周辺の道路が狭隘であ

ることや仮設校舎の建設が必要であることなどの課題もあります。このため、新たに学校用

松岡小学校 秋山小学校 

秋山中学校 

高萩小学校 東小学校 

高萩中学校 松岡中学校 
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地を求めることも併せて検討します。 

 

（２）秋山小学校及び秋山中学校、並びに松岡小学校及び松岡中学校 

当初は、既存の小学校及び中学校の枠組みを残したまま、各中学校区で施設分離型の小中

一貫教育を推進し、単独の小学校及び中学校では確保できない、十分な集団規模を確保した

教育活動を行います。なお、それぞれの施設は、健全な教育活動を継続できるよう適切に管

理し、児童生徒が安全に学ぶことができるよう努めます。また、より効果的な小中一貫教育

を推進するため、各中学校区で小学校及び中学校施設の集約を検討します。小中いずれかの

施設に集約するかについては、各校の余裕教室や特別教室の状況、通学方法など、様々な観

点から検討することとします。 

 

（３）学校再編のスケジュール 

計画期間は、令和６年度（2024年度）から令和 15年度（2033年度）までの 10年

間とします。なお、児童生徒数の動向や教育環境の変化、国の施策の変更等に対応するた

め、計画期間の中間である令和 10年度に検証を行い、必要に応じて見直しを行います。 

 

〇スケジュール 
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学区 
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再編の内容 
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・各中学校区
で施設分離型
の小中一貫教
育の導入 
 
・各中学校区
の小中学校施
設の統合の検
討、良好な教
育環境が確保
できると判断
された場合に
改修工事の実
施及び集約 
 
 

 

高萩小 

東 小 

高萩中 

秋山小 

秋山中 

秋山小 

秋山中 

・統合準備 
・小中一貫教育の研究 

高萩小 

東 小 

高萩中 

・児童生徒の 

事前交流 

・学校施設整備（設計・建築工事） 

・施設一体型の義務教育学校 

松岡小 

松岡中 

松岡小 

松岡中 

・小中一貫教育の研究 ・各施設の長寿命化、集約の検討 

  

松岡小 

松岡中 

秋山小 

秋山中 
・施設の改修 

・施設分離型の 

小中一貫教育の開始 良好な教育環境が確

保できる場合に集約 

・施設の改修 
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３ 実施計画実現のための方策 

（１）推進方法 

本計画策定後は、「学校施設整備基本構想及び基本計画（以下「基本構想」）」の策定に着

手します。基本構想では、新しく建設する義務教育学校のコンセプト、校舎の配置、教室数

及び体育館等の具体的なイメージをつくるとともに、児童生徒の放課後の居場所づくりや

通学方法等についても検討します。基本構想の策定後は、それに基づいた学校施設の基本設

計及び実施設計を行い、建設に着手するものとします。 

 

（２）通学環境の整備 

統合に伴い、通学距離が一定の距離を超える場合には、自転車や路線バス、スクールバス

の利用を想定しています。バス路線やダイヤの変更、またスクールバスの導入などについて

は、関係機関と協議することとし、学校が統合することで、児童生徒や保護者の負担が大き

くならないように努めます。また、通学路となる道路や歩道については、危険箇所の点検を

行い、通学路の安全対策について、早期に整備できるよう調整します。さらに、信号機や横

断歩道の整備についても、統合前に設置できるよう警察署や道路管理者等に働きかけます。 

 

（３）学校跡地の利活用の検討 

統合により廃校となった施設の利活用については、その老朽化の程度や市の公共施設と

してのバランスや防災、まちづくりの観点から、市長部局とともに検討するものとし、既存

施設の用途替えや除却も含めた利活用について、将来の高萩市に過大な負担を残さないよ

う、財源や維持管理方法等も含めて、効果的な活用を検討していきます。 

 

4 計画期間後の学校再編 

本市においては、人口減少に伴い児童生徒数が減少しており、40年後の 0～14歳人口

は、社人研推計によると現在より約 70％減少するものと推計されています。令和５年３月

に策定した「高萩市立小中学校適正規模・適正配置基本方針」に定める本市の学校規模の基

準である小学校では各学年２学級以上、中学校では３学級以上を満たすためには、市内の小

学校及び中学校をそれぞれ一つに集約することを検討しなければなりません。また、このま

ま人口減少が続き、高齢者人口と労働力人口が逆転した時代においても、持続可能な行政サ

ービスを提供できる市政運営体制を構築し、より良い教育環境を維持するためには、教育施

設に関する予算と人材を一つに集約することも必要です。このため、児童生徒数の減少に応

じ、市内の小学校及び中学校を一つに統合することも検討していきます。 

 


